
 

「令和８年度スポーツ機会提供事業企画運営業務」 

公募型プロポーザル審査基準 

 

１ 本書の目的 

  本書は、「令和８年度スポーツ機会提供事業企画運営業務」に係る公募型プロポ

ーザルにおける業務予定者を選定するための審査基準及びその他必要な事項を定

めるものである。 

 

２ 業務予定者の選定 

  見積り額が委託契約の上限の範囲内である提案者のうち、新増沢方式により審査

順位を決定し、第一位の者を業務予定者とする。 

 

３ 提出書類の確認 

 観光スポーツ文化部スポーツ局地域スポーツ課において、提案者から提出のあっ

た企画提案書に不備等がないか確認を行い、不備等があった場合は失格とする。 

 

４ 審査の実施主体 

  別途設置する選定委員会が行う。 

 

５ 審査項目 

  選定に係る審査対象事項は、以下のとおりとする。 

(1) 業務等の理解度 

(2) 提案内容の実効性 

(3) 業務遂行の確実性 

(4) 経費の妥当性 

 

６ 審査方法 

(1) 選定委員会は、プレゼンテーションや質疑応答を踏まえ、企画提案書を採点

する。 

(2) 選定委員会は、審査順位が第一位の者を業務予定者とする。 

(3) 提案者が１者のみの場合、審査の結果において審査得点が総得点の６割以上

である場合に業務予定者として選定する。６割に満たない場合又は提案者がい

ない場合には、再度公募を実施する。 


